
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長）

（ 経済産業省 ）

制 度 名 金属鉱業等鉱害防止準備金の延長

税 目
所得税・法人税（租税特別措置法第２０条、第５５条の５、第６８条の

４４、同法施行令第１１条、第３２条の３、第３９条の７３、租税特別措

置法施行規則第２１条の４、第２２条の４６）

要

望

の

内

容

金属鉱業等鉱害対策特別措置法第７条第１項の規定に基づき、産業保安
監督部長が独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の鉱害防止積立
金の積立額として通知した額について、鉱山の採掘権者又は租鉱権者が積
立てを行った場合には、その積立額を限度に損金算入ができる本制度は、
平成２２年３月３１日が適用期限となっている。

このため、本制度の適用期限を延長する。

減収見込額
（平年度）

－

（ ５百万円 ）



新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由

⑴ 政策目的

鉱山の特性に応じた保安上の措置を確実に実施することにより、鉱害の発生
を防止する。

⑵ 施策の必要性

金属鉱山等の採掘終了後における鉱害防止事業の確実な実施を図るため､
当該鉱山の採掘権者又は租鉱権者は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法（第
７条）の下で使用中の集積場等の施設について、鉱害防止積立金を積み立
てることが義務付けられている。かかる鉱害防止事業の円滑かつ確実な実
施のためには、当該準備金の積立について、事業者の経済的負担を軽減す
ることが必要不可欠である。

⑶ 要望の措置の妥当性

鉱害防止事業は、イタイイタイ病など国民の健康被害や土砂崩れ災害を
防止する事業であり、使用中の集積場等の施設に対する鉱害防止積立金の
積立ては、鉱害防止事業を確実に実施する資金を確保するためのものであるの
で、税制面での損金算入措置は妥当である。

なお、制度創設（昭和４９年度）以来、３５年経過し、これまでの間数
多くの鉱山が閉山したが、現在もなお稼行中の鉱山は存在するため、引き
続き税制措置が必要である。

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項

政策評価体

系における

位 置 付 け

６．原子力安全・産業保安政策
34 産業保安

政 策 の

達成目標

産業活動終了後における永続的な災害発生の未然防止の観点から、休廃止

鉱山における鉱害防止事業について必要な対応策が確実に実施されるような環

境を整備する。

具体的には、鉱害防止事業の円滑かつ確実な実施のため、事業者の経済的

負担を軽減する。

租税特別措

置の適用又

は延長期間

適用期限は平成２２年３月３１日までであり、２年間の期間延長

同上の期間中

の達成目標
産業保安監督部長が算定して通知した額に対する採掘権者又は租鉱権者の

積立額の実績を１００％とする。

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置

国税：鉱害防止事業基金に充てるための負担金の損金算入の特例
所得税・法人税（租税特別措置法第２８条第１項第４号、第６６条
の１１第１項第４号、第６８条の９５）

地方税：固定資産税等の課税標準の特例（地方税法附則第１５条第３項第１号）

（鉱山保安法第八条第一号の鉱さい、坑水、廃水又は鉱煙の処理に

係る施設の固定資産税の課税標準となるべき価格を３分の１の額とす

る。）

予算上の措置

等の要求内

容及び金額

一般会計（昭和４６年度創設：平成２１年度当初予算）
休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 ２,０００百万円



上記の予算

上の措置等

と要望項目

と の 関 係

上記の予算は、鉱害防止義務者が存在しない鉱山について、地方公共団
体が鉱害防止事業を実施する場合にその事業費の４分の３を補助するもの
であるが、本要望項目は、鉱害防止義務者の鉱業活動に起因する汚染分に
ついて、汚染者負担の原則に基づき、鉱山を操業している当該鉱山の鉱害
防止義務者に将来の特定施設の使用終了後の鉱害防止事業費を積み立てさ
せるものであり、両制度が互いに協調することにより特定施設の使用終了
後の鉱害の発生が未然に防止される。

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項

政 策 の

達成状況
平成２０年度末で約２３億円が積み立てられており、鉱害防止に必要な

対応策が確実に実施されている。

租税特別措置

の適用実績

【鉱害防止積立金の積立て及び取戻し状況】
（単位：百万円）

年度
積立額 取戻額 積立金

残額
鉱山数 金額 鉱山数 金額

16 14 48 2 5 2,410

17 14 65 3 33 2,443

18 12 20 3 152 2,311

19 15 71 2 39 2,343

20 12 97 4 99 2,340

（経済産業省調べ）

租税特別措置

による政策

の達成目標の

実現状況等

法による規制（金属鉱業等鉱害対策特別措置法第７条第４項）と本制度に
よる支援措置との相乗効果により、産業保安監督部長が算定して通知した
額を積み立てていない採掘権者又は租鉱権者は存在しないことから、その
実現率は１００％となる。

前回要望時

の達成目標

（単位：百万円）

利用件数 積立額 積立残額 減税額

平成１９年度(見込み) 15 45 2,305 13

平成２０年度(見込み) 15 42 2,333 13

前回要望時

からの達成度

及び目標に

達していない

場合の理由

平成１９年度及び平成２０年度においても、産業保安監督部長が算定し
て通知した額を積み立てていない採掘権者又は租鉱権者は存在しないこと
から、その実現率は１００％となり、目標は達成されている。

これまでの

要 望 経 緯

昭和４９年度 制度創設 平成 ６年度 ２年間延長

昭和５１年度 ２年間延長 平成 ８年度 〃

昭和５３年度 〃 平成１０年度 〃

昭和５５年度 〃 平成１２年度 〃

昭和５７年度 〃 平成１４年度 〃

昭和５９年度 〃 平成１５年度 〃

昭和６１年度 〃 平成１６年度 〃

昭和６３年度 〃 平成１８年度 〃

平成 ２年度 〃 平成２０年度 〃

平成 ４年度 〃


